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定期監査及び行政監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定期監査及び同条第２項の

規定に基づく行政監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果

に関する報告を提出する。 

 



第１ 監査の対象 

 総務部 

総務課、職員課、契約課、技術管理課、情報統計課、人権推進課 

 

 財政部 

財政課、管財課、市民税課、資産税課、収税課、収納対策課 

 

第２ 監査の期間 

 平成３０年９月１２日から１１月１６日まで 

 

第３ 監査の方法 

 あらかじめ提出された資料に基づき、所属長、関係職員からその内容について

説明を求め、平成３０年度（４月から８月まで）の事務の執行及び財務に関する

事務の執行が、法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているか否かを主眼と

して監査した。 

 今回の監査重点事項及び主な着眼点については、以下のとおりである。 

 

 １ 収入事務について 

 ・使用料、雑入（その他雑入）を対象とし、４件以上該当する部署につい

ては、３件を抽出した。 

 着眼点 ①調定事務 ②徴収事務 ③滞納事務 

 

 ２ 現金の管理について 

 着眼点 ①管理状況 ②照合体制 ③納入状況 

 

３ 契約事務について 

 ・委託契約（随意契約）を対象とし、４件以上該当する部署については、

契約の種類等を考慮し、３件を抽出した。 

 着眼点 ①契約の方法 ②契約締結 ③契約の履行 

 

４ 補助金の交付事務について 

 ・４件以上該当する部署については、３件を抽出した。 

 着眼点 ①支出対象及び支出金額 ②支出方法の適法性、妥当性 

 

５ 旅費の支出事務について 

 着眼点 ①目的及び履行 

 



６ 備品管理について 

 ・備品出納簿より３件を抽出した。 

 着眼点 ①管理状況 

 

７ 情報管理について 

 着眼点 ①管理状況 

 

第４ 監査の結果 

 監査の対象となった部署における事務の執行及び財務に関する事務の執行に

ついては、法令に準拠するなどおおむね良好に執行されているものと認められた。 

 事務処理上留意すべき点で軽易なものについては、監査執行の際口頭で述べた

が、監査の結果は以下のとおりである。 

 

【総務部】 

 

（１）収入事務について 

 総務課及び職員課に該当事務があった。関係書類等により調査した結果、

特に問題はなかったが、今後とも適正に執行するよう要望する。 

 

（２）現金の管理について 

 総務課及び職員課に該当事務があった。関係書類等により調査した結果、

特に問題はなかったが、現金の管理については、公金であるという意識を

常に持って、今後とも適正に管理するよう要望する。 

 

（３）契約事務について 

 総務課、職員課及び情報統計課に該当事務があった。関係書類等により

調査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正に執行するよう要望

する。 

 

（４）補助金の交付事務について 

 職員課及び人権推進課に該当事務があった。関係書類等により調査した

結果、特に問題はなかったが、補助事業については、その事業目的に照ら

して常に見直しを図り、終期設定等の運用方法についても検討され、今後

とも適正に執行するよう要望する。 

 

（５）旅費の支出事務について 

 関係書類等により調査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正



に執行するよう要望する。 

 

（６）備品管理について 

 関係書類等により調査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正

に管理するよう要望する。 

 

（７）情報管理について 

 技術管理課を除く全ての部署に該当事務があった。関係書類等により調

査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正に管理するよう要望す

る。 

 

【財政部】 

 

（１）収入事務について 

 管財課、資産税課及び収税課に該当事務があった。関係書類等により調

査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正に執行するよう要望す

る。 

 

（２）現金の管理について 

 全ての部署に該当事務があった。関係書類等により調査した結果、特に

問題はなかったが、現金の管理については、公金であるという意識を常に

持って、今後とも適正に管理するよう要望する。 

 

（３）契約事務について 

 財政課及び収納対策課を除く全ての部署に該当事務があった。関係書類

等により調査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正に執行する

よう要望する。 

 

（４）補助金の交付事務について 

 管財課及び市民税課に該当事務があった。関係書類等により調査した結

果、特に問題はなかったが、補助事業については、その事業目的に照らし

て常に見直しを図り、終期設定等の運用方法についても検討され、今後と

も適正に執行するよう要望する。 

 

（５）旅費の支出事務について 

 関係書類等により調査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正

に執行するよう要望する。 



 

（６）備品管理について 

 関係書類等により調査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正

に管理するよう要望する。 

 

（７）情報管理について 

 収納対策課を除く全ての部署に該当事務があった。関係書類等により調

査した結果、特に問題はなかったが、今後とも適正に管理するよう要望す

る。 

 


